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２．平成２３年度下期 一般研修の開催について 
 

 

（１）個別研修 
 

①対象者 

個別信用購入あっせん業務に従事する役職員 

 

②開催日・開催地等 

研修コード 開 催 日 開催地 会場名 定 員

１０４ 平成２４年１月１８日（水） 福 岡 福岡ガーデンパレス ２０名

１０５ ２月 ８日（水） 東 京 日本クレジット協会会議室 ２０名

 

③カリキュラム（４時間、理解度測定含む） 

時 間 内   容 

１２：３０ 受付 

１３：００ 

～ 

１６：３０ 

第１部 総論 

１．研修にあたって 

２．クレジット業界の自主的取組みについて 

第２部 各論 

１．目的と適用範囲 

２．与信審査業務 

３．加盟店業務と加盟店情報交換制度 

４．債権管理業務（民事ルール等） 

５．苦情処理業務 

６．指定信用情報機関と個人情報保護 

７．その他関連業務 

１６：３０ 

～ 

１７：１５ 

理解度測定 

※理解度測定は３０分間で実施します。 

１７：１５ 終了 

   ※研修の途中で、適宜休憩をとります。 

 

 ④受講料 

協会会員 ７，５００円 

非会員 １５，０００円 

  ※１人あたり、税込み・テキスト代含む 
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（２）包括研修 
 

①対象者 

包括信用購入あっせん業務に従事する役職員 

 

②開催日・開催地等 

研修コード 開 催 日 開催地 会場名 定 員

２１０ 平成２３年１１月７日（月） 東 京 日本クレジット協会会議室 ３０名

２１１ １１月９日（水） 札 幌 札幌サンプラザ ２０名

２１２ １２月９日（金） 大 阪 國民會館 ３０名

２１３ 平成２４年１月１２日（木） 沖 縄 サザンプラザ海邦 ２０名

２１４ １月１６日（月） 東 京 日本クレジット協会会議室 ３０名

２１５ ２月 １日（水） 仙 台 仙台サンプラザ ２０名

２１６ ２月２２日（水） 福 岡 福岡ガーデンパレス ３０名

２１７ ３月 ６日（火） 東 京 日本クレジット協会会議室 ３０名

 

 

③カリキュラム（３時間３５分、理解度測定含む） 

時 間 内   容 

１２：３０ 受付 

１３：００ 

～ 

１６：０５ 

第１部 総論 

１．研修にあたって 

２．クレジット業界の自主的取組みについて 

第２部 各論 

１．目的と適用範囲 

２．与信審査業務 

３．加盟店業務 

４．債権管理業務（民事ルール等） 

５．苦情処理業務と加盟店情報交換制度 

６．クレジットカード番号等の適切な管理 

７．指定信用情報機関と個人情報保護 

８．その他関連業務 

１６：０５ 

～ 

１６：５０ 

理解度測定 

※理解度測定は３０分間で実施します。 

１６：５０ 終了 

   ※研修の途中で、適宜休憩をとります。 

  

④受講料 

協会会員 ７，５００円 

非会員 １５，０００円 

※１人あたり、税込み・テキスト代含む 
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（３）合同研修 
 

平成２３年度下期の合同研修の開催はありません。 

 
①対象者 

個別信用購入あっせん業務及び包括信用購入あっせん業務に従事する役職員 

  

②カリキュラム（６時間、理解度測定含む、昼食休憩含まず） 

時 間 内   容 

９：３０ 受付 

１０：００ 

～ 

１３：１０ 

第１部 総論 

１．研修にあたって 

２．クレジット業界の自主的取組みについて 

第２部 各論１「個別信用購入あっせん」 

１．目的と適用範囲 

２．与信審査業務 

３．加盟店業務と加盟店情報交換制度 

４．債権管理業務（民事ルール等） 

５．苦情処理業務 

１３：１０ 

～ 

１４：１０ 

昼食休憩（昼食は各自でおとりください） 

１４：１０ 

～ 

１６：３０ 

第３部 各論２「包括信用購入あっせん」 

１．与信審査業務 

２．加盟店業務 

３．債権管理業務（民事ルール等） 

４．苦情処理業務と加盟店情報交換制度 

５．クレジットカード番号等の適切な管理 

第４部 各論３ 共通事項 

１．指定信用情報機関と個人情報保護 

２．その他関連業務 

１６：３０ 

～ 

１７：１５ 

理解度測定 

※理解度測定は３０分間で実施します。 

１７：１５ 終了 

※昼食休憩以外にも、研修の途中で適宜休憩をとります。 

 

③受講料 

協会会員 １１，０００円 

非会員 ２２，０００円 

※１人あたり、税込み・テキスト代含む 
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３．平成２３年度下期 講師育成研修の開催について 
 

講師育成研修は、会員主催研修の講師を育成することを目的としています。 

 

平成２３年度から、理解度測定による修了基準を新たに設けました。 

会員主催研修の講師資格は、理解度測定において１００点満点中９０点以上の得点者と

なります。また、５０点以上９０点未満の得点者は一般研修の修了者とみなしますので、

あらためて協会主催研修を受講する必要はありません。 

なお、包括講師研修と個別講師研修によりそれぞれの講師資格を取得することで、合同

研修の講師を務めることができます。また、合同講師研修により講師資格を取得すること

で、個別研修と包括研修の講師を務めることができます。 

 

 

（１）個別講師研修 
 

①対象者 

会員主催研修で個別研修の講師を務める予定の役職員 

 

②開催日・開催地等 

研修コード 開 催 日 開催地 会場名 定 員

５０３ 平成２３年１１月１５日（火） 福 岡 福岡ガーデンパレス ２０名

５０４      １２月２１日（水） 東 京 日本クレジット協会会議室 ２０名

５０５ 平成２４年 １月２６日（木） 大 阪 アークホテル大阪 ２０名

 

 

③カリキュラム（６時間１５分、理解度測定含む、昼食休憩含まず） 

時 間 内   容 

９：３０ 受付 

１０：００ 

 

～ 

 

１６：４５ 

第１部 総論 

１． 研修にあたって 

２． クレジット業界の自主的取組みについて 

第２部 各論 

１．目的と適用範囲 

２．与信審査業務 

３．加盟店業務と加盟店情報交換制度 

４．債権管理業務（民事ルール等） 

５．苦情処理業務 

６．指定信用情報機関と個人情報保護 

７．その他関連業務 

上記時間の 

うち１時間 
昼食休憩（昼食は各自でおとりください） 

１６：４５ 

～ 

１７：３０ 

理解度測定 

※理解度測定は３０分間で実施します。 

１７：３０ 終了 

    ※昼食休憩以外にも、研修の途中で適宜休憩をとります。 
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（２）包括講師研修 
 

①対象者 

会員主催研修で包括研修の講師を務める予定の役職員 

 

②開催日・開催地等 

研修コード 開 催 日 開催地 会場名 定 員

４１５ 平成２３年１１月３０日(水) 東 京 日本クレジット協会会議室 ３０名

４１６      １２月２０日（火） 東 京 日本クレジット協会会議室 ３０名

４１７ 平成２４年 １月２５日（水） 大 阪 アークホテル大阪 ３０名

 

 

③カリキュラム（５時間１５分、理解度測定含む、昼食休憩含まず） 

時 間 内   容 

１０：３０ 受付 

１１：００ 

 

～ 

 

１６：４５ 

第１部 総論 

１． 研修にあたって 

２． クレジット業界の自主的取組みについて 

第２部 各論 

１．目的と適用範囲 

２．与信審査業務 

３．加盟店業務 

４．債権管理業務（民事ルール等） 

５．苦情処理業務と加盟店情報交換制度 

６．クレジットカード番号等の適切な管理 

７．指定信用情報機関と個人情報保護 

８．その他関連業務 

上記時間の 

うち１時間 
昼食休憩（昼食は各自でおとりください） 

１６：４５ 

～ 

１７：３０ 

理解度測定 

※理解度測定は３０分間で実施します。 

１７：３０ 終了 

※昼食休憩以外にも、研修の途中で適宜休憩をとります。 

 

（３）合同講師研修 
 

平成２３年度下期の合同講師研修の開催はありません。 

 

①対象者 

会員主催研修で合同研修の講師を務める予定の役職員 
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②カリキュラム（２日間、合計８時間４０分） 

   【１日目】 

時 間 内   容 

１２：３０ 受付 

１３：００ 

～ 

１７：００ 

第１部 総論 

１． 研修にあたって 

２． クレジット業界の自主的取組みについて 

第２部 各論１「個別信用購入あっせん」 

１．目的と適用範囲 

２．与信審査業務 

３．加盟店業務と加盟店情報交換制度 

１７：００ 終了 
 

【２日目】 

時 間 内   容 

１０：００ 

 

～ 

 

１５：１０ 

第２部 各論１「個別信用購入あっせん」 

４．債権管理業務（民事ルール等） 

５．苦情処理業務 

第３部 各論２「包括信用購入あっせん」 

１．与信審査業務 

２．加盟店業務 

３．債権管理業務（民事ルール等） 

４．苦情処理業務と加盟店情報交換制度 

５．クレジットカード番号等の適切な管理 

第４部 各論３ 共通事項 

１．指定信用情報機関と個人情報保護 

２．その他関連業務 

上記時間の 

うち１時間 
昼食休憩 

１５：１０ 

～ 

１６：００ 

理解度測定 

※理解度測定は３０分間で実施します。 

１６：００ 終了 

※１日目、２日目ともに研修の途中で適宜休憩をとります。 

 

（４）受講料 
 

包括講師研修のみ １１，０００円 

個別講師研修のみ １１，０００円 

包括と個別を同一月に両方受講 １９，０００円 

合同講師研修 １９，０００円 

※１人あたり、税込み・テキスト代含む 

※講師育成研修は、当協会会員企業を対象として実施しているため、非会員は受講で

きません。 
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５．受講申込み等に関する諸注意について 
 

（１）受講申込書について 

①受講申込書は、「一般研修」（月ごと）、「講師育成研修」（月ごと）及び「講師派

遣」の３種類がありますので、受講を希望される種類の受講申込書を使用してくださ

い（講師派遣を除き、開催月ごとに受講申込書が分かれていますので、必ず開催月単

位で記入してください。）。 

②受講申込書は、当協会ホームページからもダウンロードすることができます。 

③受講者が４名以上の場合は、お手数ですが受講申込書をコピーの上ご記入ください。 

④受講申込書をエクセル等で作成を希望される場合は、専用のフォーマットを当協会ホ

ームページに掲載していますので、そのフォーマットを使用してください。なお、エ

クセルで申込書を作成した場合も必ずプリントアウトの上、事務局宛郵送又はＦＡＸ

にてお申込みください。 

 

（２）受講申込書の記入方法について 

①受講申込みや受講票・テキストの送付等はすべて申込責任者の方を通じて行います。

個人からの申込みはできませんので、ご了承ください。 

②受講申込書の「申込責任者」欄には、会社名、申込責任者氏名（フリガナ）、部署名、

役職名、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号をご記入ください（会員番号の欄は協会で記

入しますので空欄のままで結構です。）。 

③受講申込書の「受講者」欄には、受講者氏名（フリガナ）、性別、生年月日、部署名、

役職名をご記入ください。また、受講日及び受講地につきましては、受講を希望する

日及び受講地に該当するコードに○印を付けてください。 

  ④会員の業務委託先が一般研修に参加を希望する場合は、事務局までお問い合わせくだ

さい。 

⑤記入にあたり下記の制限字数を超えた場合は、制限字数までしか反映されませんので、

ご了承ください。 

   ＜申込責任者＞ 

・部署名     １５文字以内 

    ・役職名     １５文字以内 

   ＜受講者＞ 

  ・部署名     ２０文字以内 

 ・役職名     １５文字以内 

⑥１名で２つ以上の研修を申し込む場合は、それぞれ申し込む研修ごとに氏名等を受講

申込書にご記入ください。 

 

（３）受講申込みに係る諸注意について 

①上記（２）の要領で記入した「受講申込書」を事務局宛郵送又はＦＡＸにてお申し込

みください。ＦＡＸにてお申込みの場合は、到着確認の電話をお願いします(電話番号 

０３－５６４３－００１１、ＦＡＸ番号０３－５６４３－００８０)。 

②受講申込締切後の受講日、研修の種類、受講地等の変更はできませんので、あらかじ

めご了承ください。 

③受講申込締切日（必着）は１３ページに記載のとおりです。なお、一般研修と講師育

成研修は、各会場の定員になり次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。 
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７．研修当日の諸注意について 
 

①当日の持ち物と諸注意は、以下のとおりです。 

持ち物 諸注意等 

（１）受講票 当日受講票を忘れた場合は、原則として受講できません。 

（２）本人確認書類 

受付する際に本人確認を行います。下記の①～④のいずれか

一点をお持ちください。なお、本人確認書類を忘れた場合は受

講できません。 

 ①運転免許証 

 ②パスポート 

 ③顔写真入り住基カード 

 ④顔写真入り社員証 

（３）筆記用具 

理解度測定はマークシート方式で行いますので、鉛筆又はシ

ャープペン（Ｂ又はＨＢ)及び消しゴムを用意してください。

ボールペン・万年筆は使用できません。 

（４）テキスト等 

事前にテキストをお送りしますので、必ず持参してくださ

い。講師育成研修については、講師用補助資料もお送りします

ので、必ず持参してください。 

 テキストを忘れた場合は、改めて購入していただくことにな

ります（後日、申込責任者にテキスト代を請求します）。 

 

②研修当日は、受講票と本人確認書類を提示してください。 

  ③受講票に記載された開催日、開催会場以外での受講はできません。 

  ④受付時間内にご来場ください。研修の開始時間に遅刻した場合は、原則として受講で

きませんので十分にご注意ください。 

  ⑤会場では事務局の指示に従い、他の受講者の方のご迷惑とならないようにお願いしま

す。 

  ⑥会場での貴重品等の管理はご自身でお願いいたします。協会側では紛失等の責任は負

いません。 

  ⑦研修中は携帯電話等の電源をお切りください。 

  ⑧録音録画機器等の持ち込みは禁止します。 

 

 

８．個人情報の取扱いについて 
 

受講申込書に記載された個人情報は、当協会が開催する割賦販売法・自主ルール研修に

係る受講者管理、事務連絡、請求事務等に利用させていただきます。 

 

 

 

＜お問い合せ・お申込み先＞ 
認定割賦販売協会 

（社）日本クレジット協会 人材育成部 
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町１４‐１ 住生日本橋小網町ビル６Ｆ 

       TEL：03-5643-0011  FAX：03-5643-0080 
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２．協会主催研修と同等の研修となる会員主催研修の要件 
 

会員企業において、以下のすべての内容を満たして実施する研修が、協会主催研修と同

等の研修とみなされます。 

項  目 内  容 

カリキュラム 協会の一般研修と同等のカリキュラム 

テキスト 協会の一般研修と同一のテキスト 

理解度測定 ※１ 協会の一般研修と同一の理解度測定 

講師  ①平成２２年度に、協会の一般研修の理解度測定において１００

点満点中９０点以上を得点した者 

②平成２２年度に、協会の講師育成研修を修了した者 

③平成２３年度以降に、協会の講師育成研修の理解度測定におい

て１００点満点中９０点以上を得点した者 

④平成２３年度までに、会員主催研修の理解度測定において

１００点満点中９０点以上を得点し、協会に届出をした者 

⑤平成２１年４月から平成２２年３月の間で、当協会の自主規制

規則作成に関与した者のうち、下記のイ又はロのいずれかに該

当する者で協会から通知を受けた者 

  イ 個品部会委員 

  ロ カード部会委員 

⑥弁護士 

 

※１ ・理解度測定の採点は、各社において行ってください。 

・指定された研修時間を受講し、かつ理解度測定において１００点満点中５０点  

以上の得点者が修了者となります。ただし、当協会から修了証は交付しません。 

・５０点未満の場合は、会員主催研修又は協会主催研修を再度受講し修了する必

要があります。 

    

・会員主催研修の講師として研修ができる範囲は研修を受けた当該研修のみで、以下の

とおりとなります。 
 

＜会員主催研修の講師として研修ができる範囲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎：社内講師を務めることができる。 

○：修了した研修の範囲のみ社内講師を務めることができる。（例えば、個別研修

の社内講師は、合同研修の個別信用購入あっせん研修の範囲のみ社内講師が

できるなど）。 

－：社内講師ができない 

 研修の種類 

個別研修 包括研修 合同研修 

講師

資格 

個別講師資格 ◎ － ○ 

包括講師資格 － ◎ ○ 

合同講師資格 ◎ ◎ ◎ 

個品部会委員 ◎ － ○ 

ｶｰﾄﾞ部会委員 － ◎ ○ 

弁護士 ◎ ◎ ◎ 
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３．会員主催研修の実施までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

①社内講師の育成 

下記の a.～e.いずれかの条件を満たす（a.～e.の講師資格は修了から３年以内）。 

 a. 平成２２年度に、協会の一般研修の理解度測定において１００点満点中９０点以  

上を得点した。 

b. 平成２２年度に、協会の講師育成研修を修了した。 

c. 平成２３年度以降に、協会の講師育成研修の理解度測定において１００点満点中

９０点以上を得点する。 

d．平成２３年度までに、会員主催研修の理解度測定において、１００点満点中９０点

以上を得点し、協会に届出をする（平成２２年度に届出をした場合も含む）。 

e．平成２１年４月から平成２２年３月の間で、当協会の自主規制規則作成に関与した者の

うち個品部会またはカード部会の本人出席比率が６割以上の委員 

f. 弁護士 

②修了証の交付 

協会から、上記①の条件を満たした者に社内講師を務めることができる旨の修了証が交付さ

れる（d.ｆ.を除く）。 

③研修テキスト（理解度測定含む）の購入 

協会から、受講する人数分のテキストを購入する。 

※研修の効果の観点から、複数の受講者が１冊のテキストを共有することはできない。 

④研修の実施 

会員主催研修を行う要件（カリキュラム、テキスト、理解度測定、講師）を満たした研修を

 講師補助資料を参考にして行う。

⑥理解度測定の採点 

５０点以上の得点者が研修の修了者となる。 

平成２３年度中に９０点以上を得点した者は講師を務めることができる。講師を希望する者

は、協会に所定の届出書を提出する。 

⑤研修の記録の作成と保存 

会員主催研修の講師、研修日時、研修の種類、受講結果等について記録を作成し保存する。 

⑦定期的な研修の受講 

平成２４年度までに対象となる役職員を、一度以上受講させる。それ以降は、３年から５年サ

イクルで、定期的に研修を受講させる（講師も同様）。 

新規入会会員は、入会日から３年以内に対象となる役職員を、一度以上受講させる。 
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・

自
主

ル
ー

ル
に

基
づ

き
、

会
社

と
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

等
に

つ

い
て

の
研

修
 

〔
研

修
時

間
〕

２
時

間
３

０
分

 

講
師

育
成

研
修

 

〔
研

修
の

内
容

〕
 

 
 

会
員

主
催

研
修

の
講

師
を

務
め

る
た

め
に

必
要

な
知

識
と

教
え

る
ポ

イ
ン

ト
等

に
つ

い
て

の
研

修
 

〔
研

修
の

種
類

と
研

修
時

間
〕
（

理
解

度
測

定
含

む
）
 

①
個

別
講

師
研

修
 

６
時

間
１

５
分

 

②
包

括
講

師
研

修
 

５
時

間
１

５
分

 

 
③

合
同

講
師

研
修

 
８

時
間

４
０

分

〔
講

師
の

要
件

〕

※
理

解
度

測
定

で
９

０
点

以
上

の
得

点
者

 

（
５

０
点

以
上

の
得

点
者

は
一

般
研

修
の

修
了

者
）
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